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第 1 はじめに 

 

1 法人の基礎 

（1） 法人の意義 

法人とは，自然人以外で，権利義務の帰属主体であるものをいう。 

現代社会においては様々な団体が存在しているところ，団体は構成員の集まりであるから，も

し，かかる団体に法人格を認めないとすれば，団体は，契約や不動産の登記をするときに，全

構成員の名でしなければならない。しかし，このような取扱いは，煩雑である上に，不便であ

る。 

そこで，法は，一定の資格を備えた団体に，法人格を認め，団体の名で相手方と訴訟や契約，

不動産登記をすることを可能にしたのである。 

 

（2） 法人の種類 

ア 社団法人・財団法人 

法人は，その形態に応じて社団法人・財団法人に分類される。 

社団法人とは，人の団体に法人格が与えられたものである。 

財団法人とは，財産に法人格が与えられたものである。 

イ 公益法人・営利法人・その他の法人（中間法人） 

法人はその目的に応じて，公益法人・営利法人に分類される。 

公益法人とは，「学術，技芸，慈善，祭祀，宗教その他の公益を目的とする法人」をいう（民

法 33Ⅱ）。 

営利法人とは，「営利事業を営むことを目的とする法人」（民法 33Ⅱ）をいう。なお，ここで

いう営利とは，団体が対外的な活動により利益を得，その得た利益を構成員に分配することを

意味する。 

「その他の法人」（民法 33Ⅱ）とは，公益も営利も目的としない法人をいう。 

ウ その他 

上記のほか，私法人・公法人といった分類や，内国法人と外国法人といった分類もできる。 

 

種類 意義 具体例 

公法人 国家的公共の事務を遂行することを目的とし，公的な性

格を有する法人 

地方公共団体 

私法人 私人の自由な意思決定による任務のために，私法に準拠

して設立された法人 

会社 

社団法人 その実体が社団にあるものとして構成された法人 会社 

財団法人 その実体が財団にあるものとして構成された法人 日本相撲協会 

外国法人 外国法によって法人格を認められ，日本においてその名

で活動する法人 
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内国法人 日本の法に基づいて設立する法人 民法上の法人，会社

法上の会社 

特定独立行

政法人 

業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ

著しい支障を及ぼすと認められるものを事業内容とす

る独立行政法人 

国立公文書館 

国立印刷局 

非特定独立

行政法人 

特定独立行政法人以外の独立行政法人 国民生活センター 

 

（3） 法人の設立方式の態様 

法人の設立を認める方法には様々なものがあり，国家の関与の程度等に応じて以下のような設

立主義がある。 

 

種類 意義 具体例 

許可主義 法人の設立を許すかどうかを，法定の要件の具備に加えて，

主務官庁の自由裁量にゆだねる主義 

従来の公益法人 

準則主義 法律の設立要件をあらかじめ法律で一定しておいてこの要

件を備えれば当然に法人とする主義 

一般法人 

認証主義 法人格取得に関し，所轄庁の認証を要するという主義 宗教法人 

認可主義 法律の定める要件を具備し主務官庁の認可を受けることに

よって法人が設立されるという主義 

健康保険組合 

特許主義 法人を設立するためには特別の法律の制定を必要とすると

いう主義 

日本銀行 

国民金融公庫 

当然設立

主義 

法律上当然に法人とされるもの 相続人不存在の

場合の相続財産 

強制主義 団体が国家社会一般の利害に重大な関係がある場合に，国家

が法人の設立又は法人への加入を強制する主義 

弁護士会 

 

2 制度改正の経緯・概要 

（1） 公益法人制度改革 

ア 改正の経緯 

1896 年に公布された現行民法には，主務官庁制の下で，私人が公益法人を設立することが認

められていた。そこでは，私人の公益的行為について，これを積極的に評価する面と規制する

面のバランスを図られていた。しかし，その後の約 100 年の間には，様々な問題が生じ，大き

く以下のような問題点が指摘されるようになった。 

① 主務官庁の許可主義の下，裁量主義の幅が大きく，法人設立が簡便ではないこと。 

② 事業分野ごとの主務官庁による指導監督が縦割りで煩雑であること。 

③ 情報開示（ディスクロージャー）が不十分であること。 
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④ 公益性の判断基準が不明確であること。 

⑤ 公益性を失った法人が公益法人として存続し続けること。 

⑤ ガバナンス（法人の管理運営のあり方）に問題があること。 

他方，現代社会においては，私人の公益的行為の重要性が，強く認識されるようになった。と

いうのも現代社会において，機動的な対応ができない政府部門や採算性を求める民間の営利部

門だけでは，多様な社会のニーズに応えることができず，民間の非営利団体によってそのニー

ズに応えることができる場面があることを社会的に強く認識されるようになったからである。 

そこで，民間の非営利部門が健全な発展を促進し，いっそう活力ある社会の実現を図るため，

従前の公益法人制度を抜本的に見直すに至ったのである。 

イ 改正の概要 

上述した民間の公益的行為の発展を促すため，平成 18 年に，いわゆる法人 3 法が成立した。

これにより，従前は民法で規定されていたこれに関する規定が大幅に簡略化されるに至った。 

法人 3 法とは， 

①「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（以下「一般法人法」という。） 

②「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」（以下「公益認定法」という。） 

③「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（「法人関連整備法」という。） 

をいう。詳細については，後述するが，法の趣旨・目的は以下の通りである。 

（ア） ①一般法人法 

一般社団法人・一般財団法人の設立，組織，運営及び管理について定めることである。剰余金

の分配を目的としない社団及び財団について，その行う事業の公共性の有無にかかわらず，準

則主義によって簡便に法人格を取得することができる一般的な法人制度を創設している。 

（イ） ②公益認定法 

公益事業を適正に実施し得る公益法人認定制度を設け，公益法人による当該事業の適正な実施

を確保するための措置等を定める。 

（ウ） ③法人関連整備法 

中間法人法の廃止や民法の改正に伴う経過措置等を定める。 

 

（2） 会社法整備 

ア 改正の経緯 

旧会社法（旧商法）においては，それぞれの時期の社会・経済情勢の必要に応じた部分的改正

が行われ，近時の改正（昭和 56 年以降）だけでも，多数回行われてきた。 

しかし，部分的な法律の改正では対応できない箇所や，連続的な改正により法制上の整合性に

疑問のある箇所が生じてきていた。 

そこで，平成 17 年会社法が 7 月 26 日に公布され，平成 18 年 5 月 1 日に施行されたのである。 

イ 改正の概要 

（ア） 形式面 

会社に関して規定する商法第２編，有限会社法，株式会社の監査等に関する商法の特例に関す
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る法律（以下「商法特例法」という。）等について，①平仮名口語化を図り，②用語を整理し

て，解釈等の明確化の観点から必要に応じた規定の整備をし，③商法第 2 編，有限会社法及び

商法特例法を一つの法典とした。 

（イ） 実質面 

有限会社の廃止，合同会社制度の創設，組織再編行為，及び，剰余金分配手続の弾力化等につ

いて改正をした。 

 

3 以上述べたことを前提に，現代社会に存在する多様な法人や組合等の種類や目的等につい

て詳論する。 
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第 2 営利を目的とする法人その他の共同事業形態 

 

1 はじめに 

この第 2 では，営利目的の法人及び団体などについて説明する。まず，会社法上の会社につい

て概観（2 ないし 6）したのち，民法上の組合その他の組合をとりあげ（7 ないし 10），最後に，

匿名組合契約（11）及び特定目的会社（12）について簡単に触れる。 

 

2 株式会社 

（1） 根拠法 

会社法 

 

（2） 機関・組織 

・株主総会及び取締役が必置（会社 295Ⅰ・326Ⅰ） 

・その他の機関の設置は自由（ただし，公開会社（会社 2⑤）か否か，大会社（会社 2⑥）か

否かや機関の組合せなどにより，必置の場合あり（例：会社 327・328）。） 

 

（3） 運営 

ア 取締役会設置会社（会社 2⑦）以外の会社 

・株主総会は，会社に関するあらゆる事項について決議することができる（会社 295Ⅰ）。 

・各取締役が業務を執行する（会社 348Ⅰ）。 

・取締役が 2 人以上ある場合には，定款に別段の定めがなければ，取締役の過半数をもって業

務を決定する（会社 348Ⅱ）。 

・各取締役が会社を代表するのが原則（会社 349Ⅰ本文・Ⅱ・Ⅳ）。 

イ 取締役会設置会社（以下の变述では，委員会設置会社（会社 2⑫）を除く。） 

・株主総会は，法令及び定款所定の事項に限り決議することができる（会社 295Ⅱ）。 

・取締役会が業務執行を決定する（株主総会の決議事項を除く。）（会社 362Ⅱ①）。 

・代表取締役（会社 47Ⅰ・362Ⅲ）及び業務執行取締役（会社 2⑮）が業務執行を行う（会社

363Ⅰ）。 

・代表取締役が会社を代表する（会社 349Ⅳ・Ⅴ） 

 

（4） 特徴（長所・短所など） 

・株式が割合的単位に細分化された形式をとる結果として，会社企業への多数人の参加や株式

の譲渡が容易になるとともに，多数の株主との法律関係を簡明かつ画一的に処理することが可

能となる。 

・株主の会社に対する権利（例：議決権，剰余金配当請求権）は，株式の数に比例するのが原

則（会社 109Ⅰ）。 

・小規模な閉鎖型会社から，大規模な公開型会社まで，幅広く利用可能。 

・その反面，株式会社は，本来は大企業向けの会社形態であることから，計算書類などの開示
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（会社 442 など），業務執行の監督・監査（会社 362Ⅱ②・381・383・385 など），会社債権者

保護（会社 449Ⅰ本文など）などに関し，他の会社形態よりも厳重な規整が設けられている。 

 

（5） その他 

合同会社との比較は，後述する。 

 

3 合名会社及び合資会社 

（1） 根拠法 

会社法 

 

（2） 合名会社と合資会社との違い 

・合名会社＝無限責任社員のみからなる（会社 576Ｉ・580Ⅰ）。 

・合資会社＝無限責任社員と有限責任社員とからなる（会社 576Ⅲ）。 

・有限責任社員に関する規定以外は，両者に関する法規制は同じ。 

 

（3） 機関・組織 

・各社員が，会社の業務を執行する（会社 590Ⅰ）。∴社員＝業務執行機関 

・ただし，一部の社員を業務執行から除斥し，又は社員の一部を業務執行社員と定めることが

できる（会社 590Ⅰ）。 

・法人が業務執行社員となることもできる（会社 598 参照）。この場合には，現実にその職務

を行う自然人（職務執行者）を選任しなければならない（会社 598Ⅰ）。 

 

（4） 運営 

・業務執行は，業務執行社員の過半数をもって決定する（会社 590Ⅱ）。その決定の執行自体

は，各社員が単独で行うことができる。 

・会社の常務は，各業務執行社員がみずから決定し執行することができる（会社 590Ⅲ本文）。 

・業務執行社員は，会社を代表する（会社 599Ⅰ）。 

・業務執行社員が複数いるときは，各自が会社を代表する（会社 599Ⅱ）。業務執行社員のな

かから会社を代表する社員を定めることができる（会社 599Ⅲ）。 

 

（5） 特徴（特に，合同会社との違い） 

・全社員（合名会社の場合）又は一部の社員（合資会社の場合）が無限責任を負う。 

・無限責任社員がいるため，会社債権者保護の必要がないので，利益分配は会社の自由に委ね

られている（会社 621Ⅱ参照）。定款に別段の規定をすれば，各社員の出資の価額と比例させ

る必要もない。 

 

（6） その他 

合同会社との違いについては，後述する。 
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4 合同会社 

（1） 根拠法 

会社法 

会社法によって創設された会社形態（創設のねらいなどについては，第 4 で触れる。）。 

合同会社がどのように活用されるか注目される1。 

 

（2） 合同会社と合名会社及び合資会社との違い 

・合同会社＝有限責任社員のみからなる（会社 576Ⅳ）。 

・合同会社の社員も合資会社の有限責任社員と同様，会社債務につき直接の責任を負うが，合

同会社においては，社員となる時に全額出資を履行することを要する（会社 578）。 

・出資の目的 

合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員：金銭等（会社 151）だけでなく，労務や信用の

出資も可能（会社 576Ⅰ⑥参照） 

合資会社の有限責任社員：金銭等のみ（会社 576Ⅰ⑥かっこ書き） 

合同会社：金銭等のみ（会社 576Ⅰ⑥かっこ書き） 

 

（3） 機関・組織 

合名会社及び合資会社と同じ。 

 

（4） 運営 

合名会社及び合資会社と同じ。 

 

（5） 計算等に関する特則 

・合同会社は有限責任社員のみから構成されるから，会社財産の確保及び計算に関して株式会

社と同様の規制を必要とする。 

・利益配当の制限：配当額がその配当をする日の利益額を超える場合には，利益配当をするこ

とができない（会社 628）。 

・違法配当を受けた社員の責任（会社 630），配当した事業年度の決算期に欠損が生じた場合

の当該利益配当の業務を執行した社員の責任（会社 631）も株式会社の場合と同様。 

・出資の払戻しは，定款変更により出資の価額を減尐する場合に限られる（会社 632Ⅰ）。 

・出資払戻額は，この出資減尐額又は剰余金額のいずれか尐ない額を超えてはならない（会社

632Ⅱ）。 

・出資の払戻しの制限（会社 632）に違反した場合の社員の責任（会社 633）及び債権者保護

（会社 634）。 

・退社による持分の払戻しについても規制がある（会社 635）。 

・貸借対照表のほか，損益計算書類・社員資本等変動計算書類及び個別注記表の作成が義務付

                                                 
1 例えば，西友は，2009 年 9 月 1 日付けで，会社形態を株式会社から合同会社に改組した（つぎの同社プレ

スリリース参照 http://www.seiyu.co.jp/contents/525.pdf）。 
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けられる（会社 617，会社計算規則 71Ⅰ②）。 

・会社債権者は，営業時間内はいつでも，5 年以内の計算書類の閲覧・謄写を請求することが

できる（会社 625）。 

 

5 株式会社と合同会社との比較 

 株式会社 合同会社 

社員の責任 有限責任（会社 104） 有限責任（会社 576Ⅳ） 

設立の費用 ・登録免許税が資本金の額の 1000

分の 7（ただし，最低 15 万円）か

かる（登録免許税法別表第 1） 

・定款の認証を要する（会社 30Ⅰ） 

・登録免許税は 6 万円（登録免許

税法別表第 1） 

・定款の認証は不要（会社 575 な

いし 577 参照） 

社員と執行機

関との関係 

取締役（及び取締役会）という執行

機関が置かれる（会社 326Ⅰ） 

社員が業務執行を行う（会社 590） 

法人の業務執

行機関 

不可（会社 331Ⅰ①） 可能（会社 598 参照） 

機関設計及び

業務執行 

・定時株主総会は必須（会社 296Ⅰ。

ただし，会社 319・320 参照） 

・公開会社の場合や会社の規模，機

関の組合せによっては，多くの規制

がある（会社 327・328・348・349・

362・363 など） 

・定款で自由に定めることができ

る（会社 590・591 など） 

・業務執行社員が複数おり，その

過半数で決定する場合（会社 590

Ⅱ）でも，会議を開く必要はない 

役員の任期 規制あり（会社 332・334・336・338） 規制なし 

持分の譲渡 原則として自由（会社 127）。 

ただし，一定の方法による譲渡制限

が認められる（会社 107Ⅰ①・108

Ⅰ④） 

他の社員全員の承諾が必要（会社

585Ⅰ）。ただし，業務を執行しな

い有限責任社員の持分は，業務執行

社員の全員の承諾があれば，譲渡す

ることができる（会社 585Ⅱ） 

剰余金又は利

益の配当 

株式の数に応じて平等でなければ

ならない（会社 454Ⅲ） 

定款で自由に定めることができる

（会社 621Ⅱ） 

決算公告 公告が必要（会社 440） 公告は不要（会社 617 ないし 619

参照） 

社員数の多寡

による適性 

一人会社が可能であるうえに，株主

が多人数になることにも対応でき

る（∵均一な株式による持分の細分

化及び株式を通じた権利関係の処

理） 

一人会社は可能である（会社 641

④参照）が，社員が多数となること

には向かない 
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6 特例有限会社 

（1） 根拠法 

会社法，会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「会社法整備法」） 

 

（2） 意義 

・会社法施行時（平成 18 年 5 月 1 日）にすでに設立されている有限会社2であって，会社法施

行後も会社法上の株式会社として存続するもの（会社法整備法 2Ⅰ）。 

・会社法によって有限会社制度が廃止されたかわりに，旧有限会社法制の実質は，株式会社制

度の中に取り込まれた。そこで，既存の有限会社が旧有限会社法に近い規律の下にとどまるた

めの会社形態が，特例有限会社である。 

・特例有限会社の存続期間は，限定されていない。 

・旧有限会社の持分（出資 1 口）は，会社法の下において，特例有限会社又はそれが商号変更

によって移行した通常の株式会社の株式（1 株）とみなされる（会社法整備法 2Ⅱ）。 

・商号中に「有限会社」の文字を用いなければならない（会社法整備法 3Ⅰ）。 

・平成 21 年 11 月末現在，株式会社（特例有限会社を除く）が 145 万 9000 社に対して，特例

有限会社が 178 万 8000 社とされる3。 

 

（3） 通常の株式会社と比較した長所 

・株主総会参考書類の交付義務がない（会社法整備法 14Ⅴ）。 

・大会社（会社 2⑥）であっても，会計監査人の設置が強制されない（会社法整備法 17Ⅱ）。 

・取締役の任期につき法定の制限がない（会社法整備法 18）。 

・業務執行の決定の各取締役への委任の制限が適用されない（会社法整備法 21）。 

・大会社であっても，内部統制システムの決定が義務付けられない（会社法整備法 21）。 

・計算書類等の支店における備置義務がない（会社法整備法 28）。 

・貸借対照表の公告義務がない（会社法整備法 28）。 

・休眠会社のみなし解散に関する規定（会社 472）が適用されない（会社法整備法 32）。 

 

（4） 通常の株式会社と比較した短所 

・商号中に「株式会社」と誤認されるおそれのある文字を用いることができない（会社法整備

法 3Ⅱ）。 

・特例有限会社の定款には，その発行する全部の株式につき譲渡制限の定めがあるものとみな

されるとともに，株式取得者が当該特例有限会社の株主である場合には会社の承認があったも

のとみなす旨の定めがあるものとみなされる（会社法整備法 9Ⅰ）。 

・特例有限会社である間は，上記と異なる内容の定めを設ける定款変更をすることができない

（会社法整備法 9Ⅱ）。（例：株主間の株式譲渡制限も不可。） 

・したがって，特例有限会社は，公開会社（会社 2⑤）となることができない。 

                                                 
2 平成 17 年分税務統計によると，有限会社の数は，約 145 万 4000 社だった。 
3 神田秀樹『会社法』（第 12 版）8 頁（ただし，統計の出典は示されていない。） 
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・取締役会を置くことができない（会社法整備法 17Ⅰ）。 

・監査役設置会社（会社 2⑨）となることができない（会社法整備法 24）。 

・吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることができない（会社法整備法 37）。 

・株式交換・株式移転の当事会社となることができない（会社法整備法 38）。 

・すべての取締役の氏名だけでなく住所をも登記しなければならない（会社法整備法 43Ⅰ）。 

 

（5） その他の主な特徴 

・定款に別段の定めがない限り，株主が株主総会の招集を請求するには，総株主の議決権の 10％

以上を有することが必要（会社法整備法 14Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ）。（通常の株式会社では，総株主の議

決権の 3％以上（会社 297Ⅱ・Ⅰ））。 

・株主総会の特別決議の要件が，総株主の半数（頭数）以上であって，総株主の議決権の 4 分

の 3 以上の賛成（会社法整備法 14Ⅲ）と加重されている。 

・会計帳簿の閲覧権を行使できるのは，総株主の議決権の 10％以上の議決権を有する株主の

み（会社法整備法 26Ⅰ）。（通常の株式会社では，3％以上（会社 433Ⅰ））。 

・定款を変更して株式会社に商号変更すれば，通常の株式会社に移行することができる（会社

法整備法 45・46）。 

 

7 民法上の組合 

（1） 根拠法 

民法（667 条以下） 

 

（2） 機関・組織 

・組合員（無限責任） 

 

（3） 運営 

ア 対内的業務執行－組合の内部関係 

（ア） 各組合員による業務執行 

・組合の業務の執行は，原則として，組合員の過半数で決する（民 670Ⅰ）。 

（イ） 業務執行者による業務執行 

・組合の業務執行を全組合員でするのではなく，特定の者にゆだねることもできる（民 670Ⅱ）。 

・業務執行者の権限は，組合契約で特段の定めがない限り，組合の業務執行全般にわたる。 

イ 対外的業務執行－組合の外部関係 

（ア） 業務執行者が定められていない場合 

実際に法律行為をする者が組合員を代理し，原則として，組合員の過半数の決定により，そ

の代理権の発生が基礎づけられる（民 670Ⅰ）。 

（イ） 業務執行者が定められている場合 

組合契約で業務執行者を定めることにより，その業務執行者に代理権も付与されたものとさ

れ，その業務執行者が，実際に法律行為を行う。 
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（4） 特徴（長所・短所など） 

ア 長所 

・組合の内部関係については，組合員の合意により，原則として自由に決めることができるた

め，運営のコストが低く，機動性を確保でき，実際の事業活動への貢献に応じた利益配分も可

能である。 

イ 短所 

・組合自体に法人格が認められないから，団体財産の安定的な保有に支障が生ずる場合がある。 

・構成員（組合員）が無限責任を負うため，リスクの高い事業に利用するには限界がある。 

・団体財産は組合員の「共有」（合有）となり（民 668），団体財産であることを対外的に公示

することが難しい。 

ウ その他 

・不動産物件が組合財産である場合は，総組合員の共有登記を行うことになる。組合名義の登

記や代表者による肩書き付き登記は，実務上認められていない。 

・組合財産を維持するために，次のような規制が定められている。 

①組合員は，組合財産についてその持分を処分したときは，その処分をもって組合及び組合と

取引をした第三者に対抗することができない（民 676Ⅰ）。 

②組合員は，清算前に組合財産の分割を求めることができない（民 676Ⅱ）。 

③組合の債務者は，その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない（民 677）。 

 

（5） その他 

ア 適用例 

民法上の組合は，将来事業目的が達成された場合には解散することを前提としていることから

（民 682），また，機動性を確保できることから，一時的な共同事業には適したものであり，

便利であるといえる。 

このことから，大規模な建設工事や工場プラント工事などに見られるように，事業に必要な資

金や技術の関係から，あるいはリスク回避の関係から，単独では受注の困難な事業を，複数の

企業が共同（ジョイントベンチャー）で受注する場合などに，組合が見られる。 

イ 問題点 

組合という形態を取った場合の考えられる問題点としては，上記の通り，ある組合員の失敗に

より，直接業務に当たらない組合員までも無限責任を負うことになるため，尐ない構成員と小

さな資本で始める事業にこの企業形態を利用したときは，その組合員にとってはリスクが過重

なものとなり，利用には躊躇を覚えてしまうことである。 

 

8 有限責任事業組合（以下「ＬＬＰ」という。） 

（1） 根拠法 

有限責任事業組合契約に関する法律（以下「ＬＬＰ法」という。） 
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（2） 機関・組織 

・組合員（有限責任） 

※当事者のうち最低 1 人は居住者又は内国法人であることが要件とされている（ＬＬＰ法 3Ⅱ）。 

 

（3） 運営 

・濫用対策（ＬＬＰ法 3Ⅲ）の一環として，その「共同事業性」の確保が図られており，出資

者全員が業務執行に参加することが義務づけられている（ＬＬＰ法 13Ⅰ）。つまり，単に出資

だけをするという形態は認められていない。 

 

（4）特徴（長所・短所など） 

ア 長所 

・内部自治の徹底 

内部の運営ルールを，構成員（出資者）が自由に決することができる（ＬＬＰ法 12Ⅰ）。 

・ガバナンス機関の設置の要否と運営コスト 

設立が容易であり，総会や取締役などのガバナンス機関を設置する必要がないことから，設立

時・運営時の双方のコストが低い。 

・権限や損益の柔軟な分配 

定款において全てが決められることから，出資金額の多寡に拘束されることなく人材（構成員

＝出資者）の貢献に応じた権限・損益の分配ができる（同法 33）。 

・権限委譲の柔軟性 

業務執行者に対する権限委譲も自由に設定でき，迅速な意思決定が可能（同法 12，13）。 

・人材に対するインセンティブの確保 

内部の自由度の高さは，構成員（出資者）のニーズをきめ細かくくみ取ることを可能とし，人

的資産の担い手の自発的な貢献を引き出せる。 

・構成員課税（パススルー） 

ＬＬＰは，民法上の組合の特則であることから（同法 56），原則として構成員課税（パススル

ー）が適用される。 

イ 短所 

・不法行為責任 

不法行為責任に基づく損害賠償の場面においては，構成員（出資者）個人が無限（連帯）責任

を負う場合が留保されている（ＬＬＰ法 17，18）。 

・業務制限 

行える業務の制限が掛けられている（ＬＬＰ法 7Ⅰ）。 

・現物出資の制限と労務出資の否認 

ＬＬＰ法 11 条は，現物出資の制限を掛けており，労務出資を否定している。 

ウ その他 

・名称中に有限責任組合という文字を用いなければならない（ＬＬＰ法 9）。 

・組合契約が効力を生じたときは，所定の事項を登記することとされている（ＬＬＰ法 57）。 
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・ＬＬＰ自体には法人格がないので，組合員全員もしくは一部の組合員名義で登記をしなけれ

ばならない。 

 

 （5） その他 

ア 適用例 

組合と同様にジョイントベンチャーに適用可能であるとともに，組合とは異なり，各組合員が

有限責任に限られているため，より利用しやすくなっている。また，多額の資金や専門的能力

を有する人材を必要とする研究・開発型共同企業，あるいは，専門職業人による共同形態とし

て活用しやすいものといえる。 

具体的：ベジポート有限責任事業組合，有限責任事業組合スタンダードリチャーズ など 

 

イ 既存の共同形態からＬＬＰへの組織変更 

株式会社・有限会社等が，その組織の同一性を保ちながら，ＬＬＰに組織変更する制度は用意

されていない。 

ＬＬＰは，有限責任事業組合契約によって成立する法人格のない組合のため，仮に株式会社な

どの組織形態で事業を営んでいる会社が，有限責任事業組合の組織形態によって実質的にその

事業を行っていこうとするならば，まず，その会社の株主やキーパーソンによって，新しい有

限責任事業組合を設立し，株式会社の営業を有限責任事業組合に譲渡して，株式会社を解散す

るか，株式会社を解散して残余財産分配などの手続を行った上で，分配された財産を有限責任

事業組合に出資するなどの方法を採ることになる。 

あるいは，既存の株式会社等が有限責任事業組合に出資して，組合員として業務執行を行うと

いう方法も考えられる。 

ウ 民法上の組合との相違 

ＬＬＰは，民法上の組合の特則であり（ＬＬＰ法 56），両者ともにあくまでも「契約」である

ので，法人格は有しない。 

両者の最も大きな違いは，組合員の責任内容である。すなわち，組合においては，原則として

組合員の責任が無限とされているのに対し，ＬＬＰでは，原則として組合員の責任が出資の範

囲に制限されている（ＬＬＰ法 15）。 

その上で，上記のとおり，債権者保護規定が置かれている。 

エ ＬＬＰ法の問題点 

上記の通り，ＬＬＰはパススルーを強く意識して制度設計がなされている。ただ，このことか

ら，内部自治についての規制がやや不十分になりがちな点が懸念されている。具体的には， 

①定款自治の範囲がより広いとされるビジネス・トラストでは，かえってそれがアダとなり，

大きな事業体では使い図楽なってしまうことからすると，むしろ一定の枠があることの重要性

が認識されるべきであると考えられている。 

②株式会社では，定款変更の際には，特別決議・反対株主の株式買取請求権といった制度があ

るところ，ＬＬＰの定款等内部組織の変更の際に，尐数派・反対派をどう救済するかについて，

明確にはＬＬＰ法では規定されていない。よって，この点は，問題が顕在する可能性がある。 
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9 投資事業有限責任組合（以下「ＬＰＳ」という。） 

（1） 根拠法 

投資事業有限責任組合契約に関する法律（以下「ＬＰＳ法」という。） 

 

（2） 機関・組織 

・無限責任組合員（ＬＰＳ法 2Ⅱ） 

※無限責任組合員の「氏名又は名称及び住所」が組合契約の効力発生の登記の必要的記載事項

とされている（ＬＰＳ法 17Ⅱ）ため，この登記の観点から，民法上の組合等は，無限責任組

合員になることはできないとされている。 

・有限責任組合員（同上）  

 

（3） 運営 

ア 内部的業務執行 

無限責任組合員が，組合の業務を執行する（ＬＰＳ法 7Ⅰ）。また，無限責任組合員が複数ある

とき，組合の業務の執行は，その過半数をもって決する（同条Ⅱ）。そして，無限責任組合員

全員が業務執行に携わらなくてはならないとされている4。 

イ 外部的業務執行 

ＬＰＳは法人格がなく自ら法律行為をすることはできないので，無限責任組合員が組合を（厳

密には，組合員全員を）代理して行うこととなる。 

この場合，当該無限責任組合員は，組合員全員の名をもってではなく，無限責任組合員として

の肩書付の自己の名（「○○投資事業有限責任組合 無限責任組合員 甲」等）で行うことが

できる5。 

 

 （4） 特徴（長所・短所など） 

ア 長所 

・有限責任が認められていることから，リスクの比較的高いベンチャー企業や事業再生に取り

組む企業に対する投資が可能。 

イ 短所 

・行える事業の目的が，ＬＰＳ法 3 条 1 項に規定する一定の事業の全部又は一部に限られる。 

・ＬＰＳにおいては，出資は，金銭その他の財産のみに限定されており，現実の財産的負担を

要することとされている。 

ウ その他 

・名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いなければならない（ＬＰＳ法 5Ⅰ）。 

・組合契約が効力を生じたときは，所定の事項を登記することとされている（ＬＰＳ法 17）。 

・ＬＰＳの組合財産は，貸借対照表上の純資産額を超えて分配することができない（ＬＰＳ法

                                                 
4 経済産業省経済産業政策局産業組織課「逐条解説」46 頁 
5 同上 46 頁 
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10Ⅰ）。 

・ＬＰＳ自体には法人格がないので，組合員全員もしくは一部の組合員名義で登記しなければ

ならない。ただし，ＬＰＳは，上記の通り，事業目的が限られている関係で，ＬＰＳが現物不

動産を取得できる場合は，あくまで，ＬＰＳが取得した金銭債権等に不動産担保が設定されて

いる場合のその担保権行使の場合に限られる6。このような場合を除いて事業者の保有不動産

について取得・賃貸の事業を行うことは，ＬＰＳの事業目的の範囲外とされている。 

・ＬＰＳ法上，無限責任組合員が出資対象事業以外の行為を行った場合，組合員はこれを追認

することができないとされている（ＬＰＳ法 7Ⅳ）。 

 

 （5） その他 

ア 適用例 

ベンチャー企業などへの創業資金や事業拡大資金などの融資等 

具体例：神戸ベンチャー育成投資事業有限責任組合，プレッヂ投資事業有限責任組合など 

イ 既存の共同形態からＬＬＰへの組織変更 

基本的には，ＬＬＰの場合と同様と考えられる。 

ウ 民法上の組合との比較 

（ア）共通点 

・準用規定について 

ＬＰＳ法 16 条は，多くの民法上の組合の規定を準用しており，その点，両者は共通の性質を

持つ。具体的には，以下の通りとなっている。 

①組合財産 

②組合員の損益分配の割合 

③組合の債務者による相殺の禁止 

④組合の財産的独立性 

・準用規定以外の点について 

ＬＰＳも組合であるということから導き出すことのできる特徴として，主なものは， 

①法人格がないため，組合名義で財産を取得することができないこと 

②組合自体ではなく各組合員が納税主体となり，組合と出資者の二重課税が回避されること

（パススルー） 

などが挙げられる。 

（イ）相違点 

①組合員の資格，構成及び責任 

②出資の目的 

③業務執行の方法 

④事業目的について 

⑤登記制度と名称の制約 

                                                 
6 ＬＰＳ法施行令 2Ⅲ，Q&A 投資事業有限責任組合の法務・税務 47・48 頁 



17 

エ ＬＬＰとの比較 

（ア）共通点 

①組合財産が合有といわれる状態である 

②各組合員に対する債権者が，その債権で組合に対して負担している債務と相殺することが禁

止されている 

③①・②等の点から，組合の財産の独立性が確保されている 

④法人格を有さないため，組合名義で財産を取得することができない 

⑤組合自体が課税されることが無く，各組合員が納税主体となり，組合と出資者の二重課税が

回避される（パススルー） 

⑥損益分配の割合を事由に設定できる 

⑦登記が必要である（ＬＬＰ法 57） 

⑧労務出資が認められない（ＬＬＰ法 11） 

⑨名称に制約がある（ＬＬＰ法 9Ⅰ） 

（イ）相違点 

①組合員の資格，構成及び責任 

②事業の目的 

③業務執行の方法 

 

10 各組合の相互比較 

 民法上の組合 ＬＬＰ ＬＰＳ 

成立方法 各当事者が出資をして

共同の事業を営むこと

を約することにより成

立（民 667Ⅰ） 

各当事者が共同の事業

を営むことを約し，出

資の払い込み等を行う

ことによって成立（Ｌ

ＬＰ法 3Ⅰ）。 

各当事者が出資をして

共同の事業を営むこと

を約することにより成

立（ＬＰＳ法 3Ⅰ）。 

出資者の数 2 名以上（民 667Ⅰ～） 2 名以上（ＬＬＰ法 37

②） 

2名以上（ＬＰＳ法13②） 

※無限責任組合員，有限

責任組合員 1 名以上 

法人格 

（財産取得） 

なし 

（組合名義で財産を取

得することは不可） 

なし 

（組合名義で財産を取

得することは不可） 

なし 

（組合名義で財産を取

得することは不可） 

登記 不要 要（ＬＬＰ法 57） 要（ＬＰＳ法 17） 

出資の目的 金銭その他の財産及び

労務出資も認められる

（民 667Ⅱ） 

金銭その他の財産に限

定（ＬＬＰ法 11） 

金銭その他の財産に限

定（ＬＰＳ法 6Ⅱ） 

事業の目的 制限なし 制限なし 

（ただし，一定の事業

事業者に対する投資事

業等のみ（ＬＰＳ法 3Ⅰ
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は不可（ＬＬＰ法 7Ⅰ，

同施行令 1，2）） 

各号） 

構成員 自然人，法人，法人格

なき社団，組合等 

自然人，法人（ただし，

当事者のうち最低 1 人

は居住者又は内国法人

（ＬＬＰ法 3Ⅱ）） 

自然人，法人，法人格な

き社団，組合等（ただし，

組合等で法人格がない

場合は，無限責任組合員

としての登記をするこ

とができないため無限

責任組合員となること

ができない。）。 

業務の執行 組合員の過半数で決す

る（民 670Ⅰ）。 

ただし，組合契約で業

務執行者を選任できる

（同条Ⅱ） 

原則として組合員全員

の同意が必要（ＬＬＰ

法 12Ⅰ）。全員が業務を

執行する権利を有し，

義務を負う（ＬＬＰ法

13Ⅰ）。ただし，業務執

行の一部のみを委任す

ることはできる（同条

Ⅱ）。 

無限責任組合員が業務

を執行し（ＬＰＳ法 7

Ⅰ），無限責任組合員が

複数いる場合は，その過

半数をもって決定する

（同条Ⅱ）。 

持分の譲渡 各組合員は組合財産に

対して潜在的な持ち分

を有するが，通常の共

有とは異なり，清算前

に組合財産の分割を求

め る こ と は で き な い

（民 676Ⅱ）。 

また，各組合員に対す

る債権者は，その債権

を組合に対して負担し

ている債務と相殺でき

ない（同法 677）。 

各組合員は組合財産に

対して潜在的な持ち分

を有するが，通常の共

有とは異なり，清算前

に組合財産の分割を求

めることはできない。 

また，各組合員に対す

る債権者は，その債権

を組合に対して負担し

ている債務と相殺でき

ない（ＬＬＰ法 56，民

676Ⅱ，677）。 

各組合員は組合財産に

対して潜在的な持ち分

を有するが，通常の共有

とは異なり，清算前に組

合財産の分割を求める

ことはできない。 

また，各組合員に対する

債権者は，その債権を組

合に対して負担してい

る債務と相殺できない

（ＬＰＳ法 16，民 676

Ⅱ，677） 

第三者に対

する責任 

各組合員は，損益分担

の割合に応じて，直接，

組合債権者に対して責

任 を 負 う （ 民 674 ，

675）。 

組合員は全員有限責任

組合員。したがって，

出資の価額を限度とし

て，組合の債務を弁済

する責任を負う（ＬＬ

Ｐ法 3Ⅰ）。 

組合員は，その責任の範

囲により，無限責任組合

員と有限責任組合員と

で構成される（ＬＰＳ法

2Ⅱ）。無限責任組合員

は，組合債務の全額につ
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いて連帯して責任を負

う（ＬＰＳ法 9Ⅰ）。有限

責任組合員は，出資の価

額を限度として債務を

弁済する責任を負う（同

条Ⅱ）。 

納税主体 法人格がないため，納

税主体とはならない。

各組合員が，納税主体

となる。 

法人格がないため，納

税主体とはならない。

各組合員が，納税主体

となる。 

法人格がないため，納税

主体とはならない。各組

合員が，納税主体とな

る。 

その他 － 名称中に有限責任事業

組合という文字を用い

なければならない（Ｌ

ＬＰ法 9Ⅰ）。 

名称中に投資事業有限

責任組合という文字を

用いなければならない

（ＬＰＳ法 5Ⅰ）。 

 

11 匿名組合契約 

（1）根拠法 

商法 535 以下 

 

（2）機関・組織（ただし，匿名組合は，法人ではない。） 

営業者と匿名組合員 

 

（3）運営 

・営業者による事業の遂行と匿名組合員への利益の分配 

・匿名組合員による，業務監視権：貸借対照表閲覧権や業務・財産状況検査権（商法 539）。 

 

（4）特徴（長所・短所など） 

・組合という名称にも関わらず匿名組合は団体ではなく，法的には営業者と匿名組合員の間の

双務契約に過ぎず，法人格も有しない。 

・匿名組合員の出資は営業者の財産になり（536），匿名組合員は営業者の行為について第三者

に対して権利義務を有しない（民法 675 と対照）。 

・匿名組合は有限責任しか負わない（⇔民法上の組合との違い。） 

・事業に参加しない点が，ＬＬＰ・ＬＰＳと異なる（単なる投資家としての地位）。 

・沿革：匿名組合は中世イタリアにおける地中海貿易で活用されたコンメンダ（commenda）

に由来する。同じく合資会社もコンメンダから発展したものである。コンメンダの中でも貴族

や聖職者のようにその身分から営利行為に関わることを良しとはされなかった人々が出資関

係を秘匿しつつ利益を上げるという需要に応えて発展したのが匿名組合であり，出資関係の秘

匿を必要としないコンメンダが合資会社へと発展した（合資会社との比較）。 



20 

 

（5）その他（実務での利用例） 

・多彩な利用：不動産特定共同事業（例：住友不動産サーフシリーズ7），資産流動化スキーム

（いわゆる GK-TK スキーム），一口馬主（例：社台サラブレッドクラブ8），航空機レバレッジ

ド・リース。 

・事件：保全経済会事件，ワールドオーシャンファーム9，平成電電10， 

 

匿名組合の使用例 1：住友不動産サーフシリーズ 

 

サーフの仕組み 

 

・住友不動産（営業者）は，運用資産の賃貸事業に関し，不動産特定共同事業法に基づき，お

客様と匿名組合契約を締結します。 

・お客様は，住友不動産（営業者）に出資金をお払込みいただきます。皆様からご出資いただ

く金額の合計は，運用資産の評価額の 70％相当に限定し，これを「優先出資」とします。残

りの 30％を住友不動産（劣後出資者）が劣後出資いたします。 

                                                 
7 http://www.sumitomo-rd.co.jp/fund/about/system/index.html 
8 http://www.shadaitc.co.jp/collection/system/investment/index.html 
9 フィリピン国内のエビ養殖事業に投資すれば 1 年で倍の配当を出すという名目で，匿名組合の形態を採りな

がら約 3 万 5000 人から約 850 億円を集めたという。実態はネズミ講に近いもので，集めた金を配当に回すと

いう自転車操業を繰り返していた。配当は 2007 年初頭から滞り始めたが，納税処理上の問題として半年後に

一括配当を約束するとともに，さらに追加出資を募り被害を拡大させた。東京地方裁判所は，元会長に懲役 14

年の判決をした。 
10 1 口当たり 100 万円の出資単位で，毎月 1 号ずつ募集し，第 1 号から第 9 号までが，年 8%の利率，第 10

号より倒産直前の第 21 号まで募集分が年 10%の利率をうたい，新聞（日本経済新聞，朝日新聞）広告等で大々

的に募集をした。2005 年 10 月 3 日に平成電電が東京地方裁判所に対して民事再生法の適用を申請したのを期

に，配当が停止されている。出資者は 19,000 人（平成電電発表）にも及び，被害者の会などが結成されるな

どした。東京地方裁判所は，元社長に懲役 10 年の判決をした。 

http://www.sumitomo-rd.co.jp/fund/about/system/index.html
http://www.shadaitc.co.jp/collection/system/investment/index.html
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・住友不動産（営業者）は運用資産をテナントに賃貸し，テナントより賃貸料等を受領，賃貸

費用（固定資産税，損害保険料，光熱水道費等）を支払うなど，賃貸事業を行います。 

・住友不動産（営業者）は，賃貸事業から得られる賃貸利益より，まずお客様に対して優先し

て分配金を支払います。その後，住友不動産（劣後出資者）はお客様に劣後して分配金を受け

取ります。 

・住友不動産（営業者）は，契約終了後にまずお客様に対して優先して出資元本を返還いたし

ます。その後，住友不動産（劣後出資者）はお客様に劣後して出資元本の返還を受けます。 

 

「サーフミニ千代田 3」募集要項 

出資金：1 口 100 万円  

※申込手数料： 1 口当たり金 5,250 円（消費税抜き 5,000 円）。 

ただし，1 契約につき金 26,250 円（消費税抜き 25,000 円）を上限といたします。  

 

予定分配率：年 2.0％  

上記の最優先分配利益率はあくまで予定であり，実際の分配率が変わることもあります。 

 

満期：平成 26 年（2014 年）3 月 31 日  

出資金の返還は 平成 26 年 5 月 31 日になります。なお，返還は出資金 1 口当たり 100 万円が

上限となります。 

 

分配起算日：出資金払込日の翌月 1 日  

ご契約並びに出資金及び申込手数料の払込の完了後，翌月 1日を分配金計算の起算日とします。  

 

分配金：分配金のお支払いは年 1 回  

毎年 3 月 31 日までの分配金を 20％源泉徴収のうえ，毎年 5 月 31 日までにお支払いいたしま

す。 

※第 1 回のお支払いは，分配起算日から直後の 3 月 31 日までの分配金となります。 

 

解約：途中解約は原則できません。 

ただし「やむを得ない事由に基づく契約の解除」は可能です。 

 

その他詳細 

募集口数 5,460 口 （総口数 7,800 口の 70％） 

先着順受付のため，募集口数が完売次第，受付終了させていただきます。  

運用期間 3 年 8 ヶ月 

平成 22 年 8 月 1 日（運用開始日）～平成 26 年 3 月 31 日（運用終了日） 

報告書の作成・ 年 1 回 
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送付 各会計年度の終了後，財産管理報告書を作成し，毎年 5 月 15 日までに

送付いたします。  

 

匿名組合の使用例 2：社台サラブレッドクラブ 

 

 

[ご注意点] 

Ɗ 会員の方が行った出資について，元本の保証はありません。 

Ɗ 本商品投資契約にクーリングオフ制度（契約成立直後の一定期間内における無条件契約解

除）はありません。 

Ɗ 上記出資に係わる権利（受益権）は，譲渡できませんのでご注意ください。 

Ɗ 詳細につきましては，「会員規約」をよくお読みになってから出資の申込みをしてください。 

 

12 特定目的会社 

（1） 根拠法 

資産の流動化に関する法律 

 

（2） 機関・組織 

・社員総会（株式会社の株主総会と同様） 

・取締役（1 名以上） 

・監査役（1 名以上） 

・会計監査人（一定の場合に設置義務あり11。） 

 

（3） 運営 

・資産流動化計画12に沿って業務を行う。 

                                                 
11 資産流動化計画に定めた特定社債，及び特定目的借入れの総額が 200 億円以上の場合，優先出資がある場

合，又は定款に定めがある場合に必要（同法 67Ⅰ③, 同法施行令 24） 
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・資産流動化以外の業務の禁止（他業禁止） 

 

（4） 特徴（長所・短所など） 

・配当金の損金算入：一般的に，法人の配当金は損金不算入であるが，租税特別措置法の要件

を満たす場合，特定目的会社が支払う配当金を損金算入することが認められている。 

・登録免許税・不動産取得税の減免：特定資産として不動産等を取得する際に，一定の要件を

満たすと登録免許税や不動産取得税の減免措置がある。 

・特定目的会社は不動産の証券化における，特別目的会社（ＳＰＣ）の一つとして利用される。 

ただし，設立や事務手続きの煩雑さやコスト面などから，それなりの規模の証券化でしか利用

されにくい。 

・不動産特定共同事業法の免許が不要であり，一部金融商品取引法の適用がなく，すべて資産

流動化法の規定による（合同会社との違い）。 

 

                                                                                                                                                    
12 国交省の示すサンプルとして，http://tochi.mlit.go.jp/tocjoh/chihou_fudousan/pdf/tmk_r.pdf 

http://tochi.mlit.go.jp/tocjoh/chihou_fudousan/pdf/tmk_r.pdf
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第 3 営利以外を目的とする法人及び団体など 

 

1 一般・公益社団法人 

（1） 根拠法 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。） 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。） 

 

（2） 目的 

・公益法人の設立に関する許可主義を改め，剰余金，残余財産の分配を目的としない社団，財

団について，その行う事業の公益性の有無にかかわらず，一般社団法人，一般財団法人として，

準則主義（登記）による簡便な法人格取得を可能として，団体を設立して活動しようとする人々

の自由活発な活動を促進し，創設者の創意に基づく財産の社会的な活用を促進する（法人法）。 

・民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促進するために，一般社団法人，

一般財団法人のうち，公益目的事業（注）を行っており，公益認定を受けたものを公益社団法

人，公益財団法人として，当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定める（認定法）。 

 

（注）公益目的事業：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表に掲げられた

以下の 23 の事業 

一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 

二 文化及び芸術の振興を目的とする事業 

三 障害者若しくは生活困窮者又は事故，災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする

事業 

四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 

五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 

六 公衆衛生の向上を目的とする事業 

七 児童又は青尐年の健全な育成を目的とする事業 

八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 

九 教育，スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し，又は豊かな人間性を涵養す

ることを目的とする事業 

十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 

十一 事故又は災害の防止を目的とする事業 

十二 人種，性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 

十三 思想及び良心の自由，信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 

十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 

十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事

業 

十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 

十七 国土の利用，整備又は保全を目的とする事業 
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十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 

十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業 

二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安

定向上を目的とする事業 

二十一 国民生活に不可欠な物資，エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 

二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 

二十三 前各号に掲げるもののほか，公益に関する事業として政令で定めるもの 

 

（3） 設立手続 

[一般社団法人] 

①定款を作成し，公証人の認証を受ける。 

②設立時理事（設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は，これらの者も）の選任を行う。

③設立時理事（設立時監事が置かれている場合は，その者も）が，設立手続の調査を行う。 

④法人を代表すべき者（設立時理事又は設立時代表理事）が，法定期間内に，主たる事務所の

所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。 

＊①，②は，設立時社員（法人成立後最初の社員となる者 2 名以上）が行う。 

 

[公益社団法人] 

上記①～④に加え 

⑤行政庁（内閣総理大臣の場合と都道府県知事の場合がある）へ公益認定申請を行う。 

・内閣総理大臣へ申請を行う場合： 

2 以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの，公益目的事業を 2 以上の都道府県の区域

内において行う旨を定款で定めるもの，国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業

であって政令で定めるものをおこなうものの場合。 

・都道府県知事へ申請を行う場合： 

内閣総理大臣へ申請を行う場合以外のものの場合。 

 

⑥行政庁の公益認定後，名称変更の登記を行う。 

 

（4） 必置機関等・運営  

ア 社員 

設立にあたって 2 人以上の社員が必要。設立後に社員が 1 人だけになっても，その一般社団法

人は解散しないが，社員が 0 人となった場合には，解散することになる。 

イ 社員総会 

法に規定する事項及び一般社団法人の組織，運営，管理その他一般社団法人に関する一切の事

項について決議をすることができる（法人法 35Ⅰ）。ただし，理事会を設置した一般社団法人

の社員総会は，法に規定する事項及び定款で定めた事項（役員（理事及び監事）及び会計監査

人の選任，解任，定款の変更，解散等）に限り決議が可能となる（同 35Ⅱ）。代理人による議
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決権行使，書面又は法人の承諾を得て電磁的記録による議決権の行使が可能（同 50～52）。 

ウ 理事 

業務執行機関。必置機関で最低 1 人の選任が必要（法人法 60Ⅰ）。理事会を設置する場合には

3 名以上の選任が必要（同 65Ⅲ）。 

エ 理事会 

定款の定めによって置くことができる（法人法 60Ⅱ）。代理出席，書面等による議決権行使は

できない。 

オ 監事 

定款の定めによって置くことができる（法人法 60Ⅱ）。理事会設置の場合は 1 人以上が必置（同

61）。 

カ 会計監査人 

定款の定めによって置くことができる（法人法 60Ⅱ）。ただし，大規模一般社団法人（貸借対

照表の負債の合計額が 200 億円以上の一般社団法人）の場合は必置機関となる（同 62）。 

 

機関設計としては，下記の 5 通りがあり得る。 

①社員総会＋理事 

②社員総会＋理事＋監事 

③社員総会＋理事＋監事＋会計監査人 

④社員総会＋理事＋理事会＋監事 

⑤社員総会＋理事＋理事会＋監事＋会計監査人 

 

（5） 特徴（長所・短所など） 

ア 一般社団法人  

①登記のみで設立可能。 

②社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権限がない。定款に社員に剰余金又は残余財産の

分配を受ける権利を与える旨の定めを設けても無効であり，社員総会で社員に剰余金を分配す

る旨の決議をすることもできない。ただし，残余財産の帰属については，定款の定めがない限

り，清算法人の社員総会の決議によって定まるため，社員に帰属させることは可能。 

③「収益事業（法人税法 2⑬，法人税法施行令）のみが課税対象となる一般社団法人（通称「非

営利一般社団法人」）」と「全所得が課税対象になる一般社団法人（非営利一般社団法人以外の

一般社団法人）」との二つがある。法人税率はどちらであっても 30％となる。 

前者は更に「非営利型」と「共益的活動目的型」に分けられる。 

「非営利型」に該当するためには，i)剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること,

ⅱ)解散したときは，残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている

こと，ⅲ)上記ⅰ及びⅱの定款の定めに違反する行為をしたことがないこと，ⅳ)理事について

親族要件（理事とその理事の親族等である理事の合計数が，理事の総数の 3 分の 1 以下である

こと）を満たしていること，が要件となる。 

「共益的活動目的型」に該当するためには，ⅰ)会員に共通する利益を図る活動を行うことを
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目的としていること，ⅱ)定款等に会費の定めがあること，ⅲ)主たる事業として収益事業を行

っていないこと，ⅳ)定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこ

と，ⅴ)解散したときに，その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定め

ていないこと，ⅵ)上記ⅰからⅴまで及び下記ⅶの要件に該当していた期間において，特定の

個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと，ⅶ）理事について親族要件を満たしてい

ること，が要件となる。 

④非営利一般社団法人であっても，非営利一般社団法人以外の一般社団法人であっても見なし

寄付金損金算入制度の適用，及び寄付者に対する寄付優遇制度の適用はない。 

イ 公益社団法人 

①「公益社団法人」という名称の使用が可能（一般社団法人等と明確に区分されることから，

寄付等の社会的支援を受けやすくなる。）。 

②みなし寄付金損金算入制度（収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために

支出した金額ある場合には，その支出した金額を寄附金の額とみなして，寄附金の損金算入限

度額の範囲内で損金算入を認めるもの。）の適用がある（所得金額の 50％又は公益目的事業の

実施に必要な金額のいずれか多い額まで）。寄付者に対する寄付優遇制度（寄附金控除，寄附

者への譲渡所得非課税，相続税非課税。）の適用がある。 

③公益目的以外の収益事業のみ課税される。法人税率は 30％。 

④知事，監事につき同一団体役員の制限がある。 

⑤公益性の認定基準をクリアすることが難しい。 

⑥都道府県又は内閣府の監督を受ける。 

⑦公益性判定のために毎年度行政庁（都道府県又は内閣府）に報告を求められる。 

⑧情報公開を求められる度合いが高く，社員名簿のようなものについても原則何人へも開示し

なくてはならなくなる。 

 

（6） その他 

ア 中間法人の扱い 

中間法人制度は，一般社団法人制度に包摂される関係にあったことから，中間法人法は廃止さ

れた。これに伴い，既存の有限責任中間法人法は，法人法の施行日（平成 20 年 12 月 1 日）に

自動的に一般社団法人となった。無限責任中間法人は，法人法施行日から 1 年以内に一般社団

法人への移行手続きを行わない限り，解散したものとみなされる。 

イ 従来の公益法人の扱い 

従来の社団が認定法施行後も引き続き公益法人であり続けるためには，認定法の施行日（平成

20 年 12 月 1 日）から 5 年以内に申請を行い，公益認定を受けて認定法の下での公益社団法人

となる必要がある。公益認定が得られない場合，又は公益認定を受けない場合には，前記 5 年

の期間内に一般社団法人に移行することの認可を得なければ，期間満了と同時に解散となる。 

 

2 一般・公益財団法人 

（1） 根拠法 
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一般・公益社団法人と同じ 

 

（2） 目的 

一般・公益社団法人と同じ 

 

（3） 設立手続 

[一般財団法人] 

①定款を作成し，公証人の認証を受ける。 

②設立者が財産（価額 300 万円以上）の拠出の履行を行う。 

③定款の定めに従い，設立時評議員，設立時理事，設立時監事（設立時会計監査人を置く場合

は，この者も）の選任を行う。 

④設立時理事及び設立時監事が，設立手続の調査を行う。 

⑤法人を代表すべき者（設立時代表理事）が，法定期間内に，主たる事務所の所在地を管轄す

る法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。 

（①，②は設立者（財産を拠出して法人を設立する者)が行う。） 

 

[公益財団法人] 

上記①～⑤に加え 

⑥行政庁（内閣総理大臣の場合と都道府県知事の場合がある）へ公益認定申請を行う。申請先

の区分は，公益社団法人の場合と同じ。 

⑦行政庁の公益認定後，名称変更の登記を行う。 

 

（4） 必置機関等・運営 

以下のうち，評議員，評議員会，理事，理事会及び監事は財団法人の必置機関となる（法人法

170Ⅰ）。 

ア 評議員 

3 名以上が必置（法人法 160Ⅰ）。 

イ 評議員会 

すべての評議員で組織され，一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項（役

員（理事及び監事）及び会計監査人の選任，所定の場合の役員の解任，定款の変更，事業の全

部の譲渡，合併契約の承認などの重要な事項等）に限り，決議をすることができる（法人法 178）。

代理出席，書面等による議決権行使はできない。 

ウ 理事 

3 名以上が必置（法人法 160Ⅰ）。 

エ 理事会 

代理出席，書面等による議決権行使はできない。 

オ 監事 

カ 会計監査人 
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定款の定めによって置くことができる（法人法 170Ⅱ）。ただし，大規模一般財団法人（貸借対

照表の負債の合計額が 200 億円以上の一般財団法人では必置（同 171）。 

 

機関設計としては，下記の 2 通りがあり得る。 

①評議員＋評議員会＋理事＋理事会＋監事 

②評議員＋評議員会＋理事＋理事会＋監事＋会計監査人 

 

（5） 特徴（長所・短所など） 

ア 一般財団法人  

①設立時に 300 万円以上の基本財産が必要（設立者が拠出）。 

②原則として目的や評議員の選任・解任の方法について定款を変更できない（法人法 200）。 

③設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権限がない。定款に設立者に剰余金又は残余財

産の分配を受ける権利を与える旨の定めを設けても無効である。ただし，残余財産の帰属につ

いては，定款の定めがない限り，清算法人の評議員会の決議によって定まるため，設立者に帰

属させることは可能。 

④一般社団法人の特徴（上記 1（5）ア）で挙げた③，④と同じ。 

イ 公益財団法人 

公益社団法人の特徴（上記 1（5）イ）で挙げたものと基本的に同じ。 

 

（6） その他 

ア 従来の公益法人の扱い 

従来の財団が認定法施行後も引き続き公益法人であり続ける場合の手続等については，上記 1

（6）における従来の社団についての説明と同じ。 

 

3 学校法人 

（1） 根拠法 

私立学校法 

 

（2） 目的 

学校法人とは，私立学校の設置を目的として，私立学校法により設置される法人である（私立

学校法 3）。特殊の公益法人で，一種の財団法人である。 

 

（3） 設立手続 

寄付行為において，その目的，名称，設置する私立学校の種類，名称等所定の事項を定め，文

部科学省令で定める手続きに従い，所轄庁の認可を受けなければならない。所轄庁は，あらか

じめ，大学設置・学校法人審議会又は私立学校審議会の意見を聴いた上，認可の決定をする（同

法 31）。 

学校法人の認可は，学校の設置認可と同時に行われ，学校法人はその主たる事務所の所在地に
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おいて設立の登記をすることによって成立する。 

 

（4） 必置機関・運営  

ア 理事：5 人以上必要であり，理事のうち 1 人が理事長となる（同法 35）。 

イ 監事：2 人以上（同条）。 

ウ 各役員について，その配偶者又は三親等以内の親族が 1 人を超えて含まれることになって

はいけない。 

エ 理事会：理事によって組織される。業務決定及び理事の職務執行を監督する。議事は，寄

付行為に別段の定めがある場合を除き，理事の過半数で決する（同法 36）。 

オ 評議委員：予算や寄付行為の変更など一定の重要事項については，あらかじめ評議委員の

意見を聞かなければならない（同法 41，42）。 

カ 解散：法律に定める一定の事由が発生した時，解散によってその活動を終了する（同法 50）。

解散した学校法人の残余財産については，合併，破産の場合を除いて，所轄庁に対する清算結

了の届出の時点において，学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄付行為の定める

ところにより帰属すべき者に帰属する。これによっても処分されない財産は国庫に帰属する

（同法 51）。 

 

（5） 特徴（長所・短所など）  

ア 経営に充てるため，教育に支障がない限度で収益事業を営むことが認められる（同法 26）。 

イ 税金：法人税・事業税は収益事業から生ずる所得にのみ課税され，さらに，収益事業から

生じた所得に対しても，法人税の税率は軽減税率が適用される。直接保育又は教育の用に供す

る不動産に関しては，不動産取得税・固定資産税が非課税である。 

 

（6） その他 

ア 準学校法人とは，専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人であり，学校法人に

関する条文が準用されている（同法 64）。 

イ 所轄庁は，私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については，文部科学大臣，

私立高等学校以下の学校のみを設置する学校法人については，都道府県知事である（同法 4）。 

 

4 医療法人 

（1） 根拠法 

医療法 

 

（2） 目的 

医療法人とは，病院（患者 20 人以上の収容施設を有するもの）及び医師若しくは歯科医師が

常時勤務する診療所又は介護老人保健施設（以下「病院等」とする。）を開設する目的で，設

立される法人のことをいう（医療法 39）。 

平成 19 年 6 月改正により，「医療法人は，自主的にその運営基盤の強化を図るとともに，その
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提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り，その地域における医療の重要な

担い手としての役割を積極的に果たすように努めなければならない（同法 40 の 2）」と明記さ

れた。 

 

（3） 設立手続 

寄付行為により提供された財産が主体となる財団法人と社員が主体となる社団法人とがある。

社団法人は，持分の定めのある社団法人と持分の定めのない社団法人とに分けられる。 

社団法人は定款の作成，財団法人は寄付財産の確定，設立総会，都道府県への届出，医療審議

会を経て，都道府県知事の認可を受けて，登記により法人として成立する。 

 

（4） 必置機関・運営  

ア 理事：3 人以上（46 の 2Ⅰ）。社団法人の場合，社員総会で選出され社員総会から委任を

受けて法人の業務運営にあたる。各人が業務執行するが，通常は理事会を組織し，社員総会で

承認を受けた予算の範囲内で業務の運営を行う。 

イ 理事長：1 人以上（46 の 3Ⅰ）。理事の中から選出され，法人の運営を統括するとともに，

法人の対外的な代表権を持つ。 

ウ 監事：1 人以上（46 の 2Ⅰ）。理事の業務執行や，決算書類が法令・定款や社員総会の決

議に則って行われているかどうかを監査する。監事になる者の要件は，原則としてないが，社

会医療法人債を発行する医療法人は外部監査人の監事が必要である。 

エ 社団法人では 1 人以上の社員が必要であり，社員総会により意思決定を行う。財団法人で

は，社員総会ではなく，理事の定数を超える数の評議員をもって組織される評議員会が設置さ

れ，理事会の業務執行や法人運営をけん制する。 

オ いわゆる「一人医師医療法人」（常勤の医師や歯科医師が 1 人又は 2 人で開設している医

療法人のこと。）では，理事は 1 人で足りる（同法 46 の 2Ⅰ但書）。 

 

（5） 特徴（長所・短所など）  

ア 医療事業は公益的性格が強いため，営利法人が運営することは実質的に禁止されている。 

イ 医療法人がすることができる事業は，①病院等の運営，②医療関係者の養成又は再教育，

③医学又は歯学に関する研究所の設置，④疾病予防のための一定の施設の設置，⑤その他保健

衛生に関する業務，⑥介護事業に関する業務（社会福祉法，老人福祉法等）に限られる。 

ウ 剰余金の配当が禁止されている（同法 54）。 

エ 平成 19 年 3 月 31 日以前に設立された社団法人たる医療法人については，持分の定めを持

つことができる（社員に対して，退社時又は法人の解散時に，法人の残余財産を返還する規定

を設けることができるということ）。 

オ 「社会医療法人」は，資金調達のため，社会医療法債を発行することができる（同法 54

の 2）。社会医療法人とは，非営利性と公共性の高い，同法第 42 条の 2 第 1 項第 1 号から第 7

号の要件を満たし，都道府県知事の認定を受けた医療法人のことをいう。 

カ 営利法人と同様に法人税が課税される。 
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キ 公益性の高い医療法人（特定医療法人）については，税務署長に申請し認可を受けること

により，法人税率の軽減，所得税・相続税等での優遇措置がある。 

 

（6） その他 

ア 医療法人以外の医療機関として，独立行政法人の開設する国立病院・国立大学病院等，都

道府県や市町村の公的医療機関の開設する自治体病院・日本赤十字社等，社会保険関係の団体

が開設する社会保険病院・厚生年金病院，学校法人・社会福祉法人が開設する病院がある。こ

れらは，法人税法上の公共法人又は公益法人に該当し，法人税が課税されない。 

イ 「医療法人」という文字は，医療法人以外は使用できない（同法 40） 

 

5 社会福祉法人 

（1） 根拠法 

社会福祉法 

 

（2） 目的 

社会福祉法人とは，社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人のことをいう。社会

福祉事業に対する社会的信用や事業の健全性を維持する上で公益法人に代わる新たな法人制

度を確立する必要性から創設された。「社会福祉事業」とは，社会福祉法 2 条に定められてい

る第 1 種社会福祉事業及び第 2 種社会福祉事業をいい，それ以外の社会福祉を目的とする事業

は含まれない。 

参考）第 1 種社会福祉事業 

1．生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に規定する救護施設，更生施設その他生計困難者を

無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び

生計困難者に対して助葬を行う事業 

2．児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に規定する乳児院，母子生活支援施設，児童養護施

設，知的障害児施設，知的障害児通園施設，盲ろうあ児施設，肢体不自由児施設，重症心身障

害児施設，情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業 

3．老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）に規定する養護老人ホーム，特別養護老人ホーム又

は軽費老人ホームを経営する事業 

3 の 2．障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）に規定する障害者支援施設を経営する

事業 

4．障害者自立支援法附則第 41 条第 1 項の規定によりなお従前の例により運営をすることがで

きることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業 

5．障害者自立支援法附則第 58 条第 1 項の規定によりなお従前の例により運営をすることがで

きることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業 

6．売春防止法（昭和 31 年法律第 118 号）に規定する婦人保護施設を経営する事業 

7．授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 

参考 2）第 2 種社会福祉事業 
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1．生計困難者に対して，その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭

を与え，又は生活に関する相談に応ずる事業 

2．児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業，放課後児童健全育成事業，子育て短期支援

事業，乳児家庭全戸訪問事業，養育支援訪問事業，地域子育て支援拠点事業，一時預かり事業

又は小規模住居型児童養育事業，同法に規定する助産施設，保育所，児童厚生施設又は児童家

庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 

3．母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）に規定する母子家庭等日常生活支援事業又

は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業 

4．老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業，老人デイサービス事業，老人短期入所事業，

小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人デ

イサービスセンター，老人短期入所施設，老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営

する事業 

4 の 2．障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業，相談支援事業又は移動支援事業

及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業 

5．身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に規定する身体障害者生活訓練等事業，手話

通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業，同法に規定する身体障害者福祉センタ

ー，補装具製作施設，盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体

障害者の更生相談に応ずる事業 

6．知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事

業 

7．障害者自立支援法附則第 48 条の規定によりなお従前の例により運営をすることができるこ

ととされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業 

8．生計困難者のために，無料又は低額な料金で，簡易住宅を貸し付け，又は宿泊所その他の

施設を利用させる事業 

9．生計困難者のために，無料又は低額な料金で診療を行う事業 

10．生計困難者に対して，無料又は低額な費用で介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に規定

する介護老人保健施設を利用させる事業 

11．隣保事業（隣保館等の施設を設け，無料又は低額な料金でこれを利用させることその他そ

の近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。） 

12．福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対し

て，無料又は低額な料金で，福祉サービス（前項各号及び前各号の事業において提供されるも

のに限る。以下この号において同じ。）の利用に関し相談に応じ，及び助言を行い，並びに福

祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に

関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行う事業をいう。） 

13．前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業 

 

（3） 設立手続 
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定款を作成し，申請して所轄庁の許可を受け，登記することにより法人として成立する。 

社会福祉事業を行うに必要な資産を備えていることが要件である（同法 25）。 

 

（4） 必置機関・運営  

ア 理事：3 名以上（同法 36Ⅰ）。理事は法人の業務について，法人を代表する（同法 38）。 

イ 監事：1 名以上（同条項）。理事の業務執行や財産状況を監査する（同法 40）。 

ウ 役員のうちには，各役員について，その役員，その配偶者及び３親等以内の親族が役員の

総数の２分の１を超えて含まれることになってはならない（同法 36Ⅲ）。 

エ 評議員会：評議員の定数は理事数の 2 倍を超えることが必要である（同法 42Ⅱ）。  

 

（5） 特徴（長所・短所など）  

ア 施設入所者（利用者）の福祉の向上を図るため，社会福祉法人による施設整備に対し，一

定額の補助がある（同法 58Ⅰ）。 

イ 法人税，固定資産税，寄付等について税制上の優遇措置があり，収益事業以外からの所得

は非課税である。 

ウ 社会福祉事業の振興に寄与することを目的として，社会福祉法人の経営する社会福祉施設

の職員等を対象とした退職手当共済制度がある。 

エ その一方で，法人の適正な運営を担保するため，厚生労働大臣・地方公共団体の長による

監督や，役員の解職勧告や法人の解散命令等の強力な公的規制におかれる（同法 58Ⅱ，56Ⅳ）。 

オ 社会福祉事業の他に，公共事業，収益事業を行うことができる（同法 26）。 

カ 改正により，持分の定めのある法人は認められなくなった（経過措置あり）。 

キ 第 1 種社会福祉事業について，民間で行うものは，原則として社会福祉法人でなければな

らないので（同法 60），他の法人形態で第 1 種社会福祉事業を行うことはできない（ただし，

医療法人を除く（医療法 42⑦）。）。 

 

（6） その他 

ア 施設を経営する法人については，安定的な事業の実施を確保するため，原則として，社会

福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき，所有権を有していること ，国若しく

は地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること，のいずれかが必要である。その

意味では，社会福祉法人は，物的要素を中心としてこれを運用する組織（人的要素）を有する

法人であるため，民法法人と比較し，社団というよりは，財団法人的色彩が強いものであると

いえる。 

イ 所轄官庁は，原則として，都道府県知事又は指定都市もしくは中核市の長である（同法 30）。 

 

6 宗教法人 

（1） 根拠法 

宗教法人法 
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（2） 目的 

宗教法人とは，宗教法人法により法人格を付与された宗教団体（宗教の教義をひろめ，儀式行

事を行い，及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体）をいう（宗教法人法 2，4）。 

 

（3） 設立手続 

ア 法人の定款に類する根本規則として，「規則」を作成し，その規則について所轄庁の認証

を受けなければならず（同法 12），当該法人の事務所に常に備え付けなければならない（同法

25Ⅱ）。 

イ 所轄庁への認証申請の尐なくとも 1 か月前に，信者その他の利害関係人に対し，規則の案

の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければならない（同法 12Ⅲ）。 

ウ 所轄庁の規則の認証を得た後，その主たる事務所の所在地において設立の登記をすること

によって成立する（同法 15）。 

 

（4） 必置機関・運営  

ア 責任役員：3 人以上，そのうち 1 人を代表役員とする（同法 18Ⅰ）。責任役員は法人の事

務を決定する（同条Ⅳ）。 

イ 代表役員：当該宗教法人を代表し，その事務を総理する（同法 18Ⅲ）。 

ウ 責任役員・代表役員の法人の事務に関する権限は，宗教上の機能に対するいかなる支配権

その他の権限も含むものではない（同法 18Ⅵ）。 

 

（5） 特徴（長所・短所など）  

ア 礼拝用建物等への差押えが禁止される（国税徴収法 75Ⅰ⑦）。 

イ 財産処分における信者その他の利害関係人への公告（宗教法人法 23），財産目録等の備付

け等（同法 25）の義務を負う。 

ウ 宗教法人には単位宗教法人と包括宗教法人がある（同法 36）。 

エ 単位宗教法人：神社，寺院，教会などのように礼拝の施設を備えるもの。単位宗教法人の

うち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」，傘下にないものを「単立宗教

法人」という。 

 包括宗教法人：宗派，教派，教団のように神社，寺院，教会などを傘下に持つもの。 

 

（6） その他 

ア 所轄庁は，その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが，他の都道府県に境内建

物を備える宗教法人 ，上記の宗教法人を包括する宗教法人，他の都道府県内にある宗教法人

を包括する宗教法人にあっては文部科学大臣の所轄となる（同法 5）。 

イ 宗教団体を宗教法人に変更する際に，財産が宗教団体に帰属し，住職等が信託的に管理し

てきたものなのか，住職等の個人のものなのか争われるケースがある。 

 

7 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）  
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（1） 根拠法 

特定非営利活動促進法  

＊沿革  

平成 7 年 1 月 阪神大震災で従前の市民ボランティア活動を促進する契機となる。政府は市民

活動の重要性を認識し，同年 2 月経済企画庁をとりまとめ役として 18 関係省庁による「ボラ

ンティア問題に関する関係省庁連絡会議」を設置し，同時に政府与党においてＮＰＯプロジェ

クトチームを結成した。その後，政党間で意見が分かれ，平成 10 年 3 月にようやく成立。 

 

（2） 目的  

法の別表に掲げる 17 の分野のいずれかに該当する活動 

不特定かつ多数のものの利家期の増進に寄与することを目的とする活動 

■法別表 

一 保健，医療又は福祉の増進を図る活動 

二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動 

四 学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 

五 環境の保全を図る活動 

六 災害救援活動 

七 地域安全活動 

八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

九 国際協力の活動 

十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十一 子どもの健全育成を図る活動 

十二 情報化社会の発展を図る活動 

十三 科学技術の振興を図る活動 

十四 経済活動の活性化を図る活動 

十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十六 消費者の保護を図る活動 

十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡，助言又は援助の活動 

※除外目的あり 

 主目的を宗教的活動，政治的活動とすること 

 目的を選挙活動とすること 

 

（3） 設立手続  

ア あらまし 

所轄庁（通常は都道府県知事）による認証をうけて設立登記をする。 

登記は効力要件である。 

イ 認証 
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・申請 定款，設立趣意書等を作成し申請する。 

・受理後の流れ 各県広報などに掲載（申請年月日，目的など）→縦覧手続 

・認証は，法 12 条 1 項各号に記載されている事項に該当すると認めるときは設立を認証 

（会社法の準則主義とは異なり，裁量はあるが幅は狭い） 

 4 ヶ月以内に認証・不認証が明らか 

 

（4） 必置機関・運営→従来の民法法人と同じ 

・社員総会 最高意思決定機関 

・理事 代表機関，執行機関 個々の理事が代表 

・監事 内部監査機関 財産状況，業務執行 

 

（5） 特徴（長所・短所など）    

税制の優遇措置  法人税法の適用に関しては，「公益法人等」とみなす（法 46） 

→収益事業にのみ課税  

＊認定ＮＰＯ法人 

特定非営利活動法人への寄付を促すことにより特定非営利活動法人の活動を支援するための

税制上の措置 

・認定ＮＰＯ法人になるための要件 

①パブリックサポートテストの一定の基準以上であること 

②事業活動において，共益的な活動を占める割合が 50％未満であること 

③組織運営及び経理が適切であること 

④事業活動の内容が適正であること 

⑤情報公開を適切に行っていること 

⑥法令違反，不正の行為，公益に反する事業等がないこと 

⑦設立の日から 1 年を超える期間が経過し，尐なくとも 2 つの事業年度を超えていること 

⑧所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること  

 

（6） その他   

・ ＮＧＯとの違い  

ＮＰＯ（Non Profit Organization）は，継続的，自発的に社会貢献活動を行う，営利を目的と

しない団体の総称。「特定非営利活動法人」という場合には，特定非営利活動促進法に基づき

法人格が付与された特定非営利活動法人を指すと解されるが，単に「ＮＰＯ」という場合，法

人格の有無は関係ない。 

他方，ＮＧＯ（Non Government Organization）は，もともと国連の場で使われはじめた言葉

であり，会議への参加などを通じて国連諸機関と協力関係にある政府以外の組織のことを政府

代表と区別するための呼称です。営利を目的としない民間団体で，主として開発，人権，環境

など，地球規模の問題に取り組む団体を指すことが多いものの，特定非営利活動法人との包含

関係は特にない。 
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勿論，特定非営利活動促進法の要件さえ満たせば，いわゆるＮＧＯであっても法人格が付与さ

れる。また，どの法人制度を活用するかについては，団体の自主性に委ねられている。 

 

8 労働組合   

（1） 根拠法   

労働組合法   

 

（2） 目的     

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る  

 

（3） 設立手続     

・原則 届出 許可 不要    

自主性があり労働組合としての実態があれば，団結権・団体交渉権・争議権・労働協約の締結

は認められる  

・例外 労働委員会の資格認定 労働組合法上の保護    

・要件  

労働組合法 2 条  

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主

たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 

但し，労働者の利益代表者の参加をさせてはいけない（1 号），団体運営のための経費の支出

について使用者の経理上の援助を受けてはいけない（2 号）  

労働組合法 5 条 組合規約 

 

（4） 必置機関・運営      

＊社団性を備えることが必要    

① 意志決定機関 例）総会    

② 業務執行機関 例）組合三役 執行委員会    

③ 組合を対外的に代表する機関 例）委員長    

④組合の会計その他業務執行を監査する機関 例）監査委員，監事    

⑤ 執行機関を補助指定日常的な事務処理を行う機関    

⑥ 特別の任務を執行するための機関 例）選挙管理委員会     

総会で意志決定。事務は代表者の過半数で決議     

 

（5） 特徴（長所・短所など）       

・税金     

収益事業を行った場合に限り法人税の対象となる。     

 

（6） その他      
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法適合組合 2 条と 5 条の要件を満たす組合をいう     

自主性不備組合 2 条ただし書きの要件を満たさない組合をいう。 

労働組合法上創設した法的保護を受けることはできない。憲法 28 条が保障している権利や憲

法上当然生ずる刑事免責，民事免責は，2 条本文の要件を満たす限り保護を受ける。 

 

9 協同組合  

（1） 全体像 

戦後改革の一環として，自由・自主・民主・非営利の原則に立脚した各種協同組合法が制定さ

れた。産業別・業種別・所轄官庁別の個別法が制定されている。 

協同組合を統一的に定めた法律はない。 

＊参考 

国際協同組合同盟（ICA）100 周年記念大会で採択した（1995 年 9 月，マンチェスター・イギ

リス）21 世紀に向けた世界の協同組合の活動指針を示す新しい協同組合原則 

・定義 

協同組合は，共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ，共通の経済的・社会的・文化的ニ

ーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。 

・価値 

協同組合は，自助，自己責任，民主主義，平等，公正，そして連帯の価値を基礎とする。それ

ぞれの創設者の伝統を受け継ぎ，協同組合の組合員は，正直，公開，社会的責任，そして他人

への配慮という倫理的価値を信条とする。 

・原則 協同組合原則は，協同組合がその価値を実践に移すための指針である。 

（第 1 原則）自発的で開かれた組合員制  

（第 2 原則）組合員による民主的管理  

（第 3 原則）組合員の経済的参加  

（第 4 原則）自治と自立  

（第 5 原則）教育，訓練及び広報  

（第 6 原則）協同組合間協同  

（第 7 原則）コミュニティへの関与  

 

（2） 各組合例 

ア 農業協同組合法 

目的 農業者の協同組織の発達を促進することにより，農業生産力の増進及び農業者の経済的

社会的地位の向上を図り，もつて国民経済の発展に寄与する 

所轄 農林水産省 

イ 森林組合法 

目的 森林所有者の協同組織の発達を促進することにより，森林所有者の経済的社会的地位の

向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り，もつて国民経済の発展に資すること 

所轄 林野庁 
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ウ 消費生活協同組合法 

目的 国民の自発的な生活協同組織の発達を図り，もつて国民生活の安定と生活文化の向上を

期すること 

所轄 厚生労働省 

エ 中小企業等協同組合法 

目的 中小規模の商業，工業，鉱業，運送業，サービス業その他の事業を行う者，勤労者そ

の他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織について定め，これ

らの者の公正な経済活動の機会を確保し，もつてその自主的な経済活動を促進し，且つ，その

経済的地位の向上を図ること 

所轄 中小企業庁 

 

（3） 問題点 

・協同組合としての統一的な政策は欠如している。協同組合としての独自性は考慮されない。 

・産業別，業種別であるため，協同組合がその時々の産業施策に振り回される。 

・既存法以外の新しい協同組合は，そのための個別法がないため，協同組合として設立するこ

とができない。 

 

10 独立行政法人   

（1） 根拠法  

独立行政法人通則法   

 

（2） 目的   

・通則   

国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び

事業であって，国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち，民間の主体にゆ

だねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせるこ

とが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせること（独立行政法人通則法 2Ⅰ①） 

  

・個別法   

各独立行政法人の目的及び業務の範囲   

Ex) 日本司法支援センター   

目的 弁護士等サービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施  

（総合法律支援法 1 条抜粋）   

業務の範囲 情報提供（法制度や関係機関紹介），民事法律扶助，国選弁護の態勢整備，法過

疎対策，犯罪被害者支援，関係機関等との連携の確保強化などの業務を行う。   

 

 

（3） 設立手続   
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登記が設立の効力用件（通則法 17） 

①設立体制 法人の長となるべき者，監事となるべき者の指名 設立準備委員 

②法令関係の準備 個別法，政令，主務省令を定める。 

③ 基準，内規関係の準備 業務方法書，会計規程の作成，給与・服務規程などを定める。 

④ 中期計画関係の準備事項 中期目標，中期計画（中期目標の具体化）  

⑤ 承継資産，負債関係の準備事項 国からの承継は資産に限定される。 

 

（4） 必置機関・運営    

・ 各法人共通  

法人の長 監事 

＊他の役員 個別法 例）副理事長，理事 

・役員の指名 主務大臣  

＊解任権は主務大臣のほかに法人の長にもある。  

・代表者 法人の長 ｃｆ）利益相反  

 

（5） 特徴（長所・短所など）     

ア 税制上の特徴   

・非課税  

国税では，法人税，所得税，地価税，印紙税などが挙げられる。 

地方税は，道府県民税，市町村民税，事業税などが挙げられる。 

・課税  

地方公共団体と異なり消費税が課税される。 

 

（6） その他    

ア 類似の制度との違い   

特殊法人，公社化との違い  

独立行政法人の特徴  

① 独立採算制を前提としないこと 

② 公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業を行うこと 

③ 民間では必ずしも実施されない恐れがあるもの又は一つの主体に行わせることが必要な

事業を行うこと 

④ 原則として企業会計原則を採用していること 

⑤ 会計監査人による外部監査が導入されたこと 

∴①→公社は独立採算制をとる 

②③→特殊法人，公社と共通 

④→共通 

⑤ 会計監査人による外部監査が導入されたことは独立行政法人の特徴 
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一般社団・財団法人，公益社団・財団法人，ＮＰＯ法人の対比 

 公益社団法人 

公益財団法人 

非営利 

一般社団法人 

一般財団法人 

一般社団法人 

一般財団法人 

ＮＰＯ法人 認定ＮＰＯ法人 

事業内容 23 の公益事業（及び公益事業が主たる

目的である限りその他の事業も可） 

公益事業，収益事

業いずれも可 

公益事業，収益事業い

ずれも可 

17 の特定非営利事業（及び支障

がない限りその他の事業も可） 

同左 

設立手続 設立登記後に公益認定申請を行い，認

定を受ける 

設立登記のみ 同左 所轄庁の認証後に設立登記 ＮＰＯ法人として設立後，

一定期間経過後に認定申

請を行い，認定を受ける 

社員又は設立者数 社団 社員 2 人以上 

財団 設立者 1 人以上 

同左 同左 10 人以上 同左 

所轄庁 なし 同左 同左 都道府県又は内閣府 同左 

監督 都道府県又は内閣府 なし 同左 同上 同左 

設立難易度 難 容易 同左 比較的容易 やや難 

報告義務 有（公益性判定のために毎年行政庁

（都道府県又は内閣府）に書類提出） 

なし 同左 有（国民閲覧のために毎年所轄

庁に書類提出） 

同左 

課税対象 公益目的事業（注 2）以外の収益事業

にのみ課税 

収益事業に課税 全所得に課税 収益事業に課税 同左 

みなし寄附金損金

算入限度額（注 1） 

①所得金額の 50％か②公益目的事業

の実施に必要な金額のいずれか多い

額まで。 

なし 同左 同左 所得金額の 20％ 

法人税率 30％ 30％ 30％ 30% 30% 

寄附者に対する寄

附優遇 

有（寄付金控除，寄付者への譲渡所得

非課税措置，相続税非課税措置） 

なし 同左 同左 有（寄付金控除，寄付者へ

の相続税の非課税措置） 

（注 1）収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には，その支出した金額を寄附金の額とみなして，寄附金の損金算入限度

額の範囲内で損金算入を認めるもの。 

（注 2）公益認定の際に，公益目的事業としての認定を受ける。
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営利以外を目的とする法人への財産移転に対する課税の特例 

1 寄付金控除 

寄付先 寄付金の内容 寄付主体 控除内容 

公益を目的とする事業

を行う法人又は団体 

・広く一般に募集 

・公益性・緊急性が高いものとし

て財務大臣が指定したもの 

個人 寄付金控除として所得から控除

（所得税法 78） 

法人 全額損金算入 

特定公益増進法人（注） その法人の主たる目的である業

務に関連するもの 

個人 寄付金控除として所得から控除

（所得税法 78） 

法人 一般寄付金の損金算入限度額に加

え，別枠の損金算入限度額 

認定ＮＰＯ法人 特定非営利活動に係る事業に関

連するもの 

個人 寄付金控除として所得から控除

（租税特別措置法 41 条 18 の 13） 

法人 一般寄付金の損金算入限度額に加

え，別枠の損金算入限度額 

 

（注）特定公益増進法人とは，公益社団法人及び公益財団法人，その他公益を目的とする事業を行う法人のう

ち，教育又は科学の振興，文化の向上，社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので，

以下のようなものをいう。 

①独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人 

②地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人で一定のもの 

③自動車安全運転センター，日本赤十字社など 

④民法第 34 条の規定により設立された法人のうち財団法人日本体育協会，財団法人貿易研修センタ

ーなど 

⑤民法第 34 条の規定により設立された法人（④の法人を除く）のうち科学技術に関する試験研究を

主たる目的とするもの等で適正な運営がされているものであることにつき主務大臣の認定を受け

たものなど一定の要件を満たすもの 

⑥私立学校法第 3 条に規定する学校法人で一定のもの 

⑦社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人 

⑨更生保護事業法第 2 条第 6 項に規定する更生保護法人 

 

 

2 譲渡所得 

譲渡先 譲渡内容 譲渡主体 扱い 

公益社団法人，

公益財団法人，

特 定 一 般 法 人

（注 1），その他

・贈与又は遺贈（当該公益法人等を設立するためにす

る財産の提供を含む。）で，当該贈与又は遺贈が教

育又は科学の振興，文化の向上，社会福祉への貢献

その他公益の増進に著しく寄与すること 

個人 所得税法 59 条第 1

項 1 号規定の適用に

ついて，贈与・遺贈

がなかったものとみ
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公益を行う法人

（注 2） 

・当該贈与又は遺贈に係る財産が，当該贈与又は遺贈

があつた日から二年を経過する日までの期間内に，

当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供

され，又は供される見込みであることその他の政令

で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承

認を受けたもの 

なす 

（注 1）法人税法に掲げる一定の要件を満たす法人 

（注 2）社会福祉法人や学校法人等 

 

3 相続税 

譲渡先 譲渡内容 主体 効果 

・公益社団法人，公益財団法人，

その他公益を目的とする事業を

行う法人のうち，教育若しくは

科学の振興，文化の向上，社会

福祉への貢献その他公益の増進

に著しく寄与するものとして政

令で定めるもの 

・認定ＮＰＯ法人   

一定期間内に贈与

（設立のための贈

与は含まれない） 

相続又は遺贈により

財産を取得した者 

贈 与を した 財 産の 価額

は，当該相続又は遺贈に

係る相続税の課税価格の

計算の基礎に算入しない

（租税特別措置法 70Ⅰ・

Ⅹ） 
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第 4 まとめ 

 

1 各法人制度の比較 

（1） 非営利目的の法人・団体の概観 

 

（2） 営利目的の法人・団体の概観 

ア 比較要素 

組織…詳細な枠組み（透明性や経営監視機能の確保）か，柔軟（広範な内部自治）か。 

責任…有限責任か，無限責任か（外部者保護や外部からの信用等と，構成員の負担の兼ね合い）。 

課税関係…法人課税か，構成員課税か（構成員課税（パス・スルー課税）…事業体課税を受け

ないので二重課税を排除できる，損失が生じた場合には組合員の他の所得と合算できるという

点でメリットが大きい。）。 

資金調達…難易（法人格あるかどうか，社債発行，株式会社であれば新株発行等） 

イ 法人（株式会社，特例有限会社，特定目的会社，合名会社，合資会社など） 

法人格あり。有限責任（合名会社及び合資会社を除く）。組織制度が整備されており内部自治

は限定的。法人課税。社債発行権限，「法人」としての信用力。 

ウ 組合（民法上の組合，商法上の匿名組合など） 

法人格なし。無限責任。内部自治は広く認められる。構成員課税。資金調達力の面では弱い。 

エ 合同会社・有限責任事業組合 

両者の長所を生かした組織の整備をはかったもの。 

 

（3） 合同会社（ＬＬＣ）と有限責任事業組合（ＬＬＰ） 

ア 合同会社・有限責任事業組合制度設計の背景 

ＬＬＣ・ＬＬＰの日本版として，①出資者の有限責任，②広範な内部自治（出資者間の合意に

よって内部組織や損益分配を柔軟に決定），③構成員課税を掲げて設計された。 

イ 合同会社（ＬＬＣ） 

法人格あり，構成員 1 人以上，総有。間接有限責任。法人課税。 

ウ 有限責任事業組合（ＬＬＰ） 

組合組織，構成員 2 人以上，合有，全構成員に業務執行関与義務（一部のみの委任は可）（Ｌ

ＬＰ法 13）。間接有限責任。構成員課税（ＬＬＣの代償措置的側面）。 

エ これらと株式会社との比較 

（ア） 株式会社の柔軟化（機関設計・損益分配の柔軟性など） 

（イ） 合同会社の問題点 

組織編成の自由度が高すぎる。 

（ウ） 有限責任事業組合の問題点 

組合間の合意形成困難・全組合員の業務執行への参加義務 

資金調達の困難さ（法人格なく信用力低い） 
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（4） 類似する団体・法律関係等との比較 

ア 任意団体 

（ア） 法人格のない団体（任意団体） 

「権利能力なき社団」と，それ以外の団体 

（イ） 「権利能力なき社団・財団」の要件・効果 

最高裁昭和 39 年 10 月 15 日第一小法廷判決 

要件としては，①団体としての組織をそなえ，②多数決の原則が行なわれ，③構成員の変更に

もかかわらず団体そのものが存続し，④代表の方法，総会の運営，財産の管理その他の団体と

しての主要な点が確定していること。 

効果としては，①社団の資産は構成員に総有的に帰属する，②その代表者によってその社団の

名において構成員全体のため権利を取得し，義務を負担するなど。 

（ウ） 一般社団・財団法人との関係 

一般社団・財団法人の設立要件（前掲） 

イ 信託 

（ア） 信託の概要 

信託…受託者が一定の目的に従い，財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必

要な行為をする法律関係（信託法 2①）。委託者が信託関係を設定，受益者がその利益を享受。

委託者・受託者・受益者の 3 者間の契約（契約信託の場合）。 

（イ） 資産流動化のための利用（合同会社，投資事業有限責任組合との比較） 

※投資家から資金を募るため，有限責任が不可欠であり，資金調達も重要。 

信託： 

法主体性の安定性は中間程度。間接有限責任。原則は構成員課税（ケースによりみなし法人課

税も）。強固な倒産隔離性（受託者の固有財産債権者は信託財産へ執行できない（信託法 23）

／信託財産の債権者は受託者の固有財産に執行できない（信託法 25））。 

合同会社： 

法人であり法主体性が安定している。間接有限責任。法人課税。多様な証券を発行できる，社

員氏名が登記事項ではないため結果的に投資家が頻繁に入れ替わってもよいなど。 

投資事業有限責任組合： 

法主体は不安定。間接有限責任。構成員課税。業務執行権のない投資家である組合員の責任を

出資額に限定することで投資リスクが軽減され，事業者の資金調達が円滑に。 

ウ 相互会社 

（ア） 根拠法 

保険会社は，株式会社か相互会社のみ（保険業法 6Ⅰ）。 

相互会社は，保険会社に特有の形態。 

（イ） 概要 

保険契約者が社員となり，保険料を拠出し合ってリスクに備える。 

会社の損益は社員に帰属。 

社員総会が最高意思決定機関。 
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2 時事的な話題についての検討 

（1） 第一生命（相互会社→株式会社） 

ア 両法人の比較 

（ア） 法人構成 

相互会社では，保険加入者自身が社員であり最高機関たる社員総会（社員総代会）で意思決定。 

株式会社では，保険加入者は社員ではなく経営に一切関与しない。 

（イ） 出資 

相互会社でも，加入者の拠出は保険料のみ（出資金の拠出は不要）。 

株式会社では，加入者拠出は当然保険料のみ。 

（ウ） 金銭支払 

法構成上は，相互会社では過大分の事後精算であり，株式会社では利益分配であるが，経済的

実態としての相違は小さい。 

イ 相互会社から株式会社への組織変更の規定の整備 

ウ 株式会社化のメリット 

（ア） 資金調達手段拡大 

株式市場から柔軟性・機動性のある資金調達ができるようになる（新株発行など），異分野の

金融機関などとの資本提携も容易になる，持株会社を中心に様々な事業の複合化が可能になる。 

（イ） 経営の自由度拡大 

持株会社・株式交換などの利用でＭ＆Ａが容易になり，また事業展開において相互会社の枠を

超えたリスクテイクが可能になる。 

（ウ） ガバナンスの強化 

相互会社では総代を実質的に経営者が決めている弊害があったため，経営の透明性・経営監視

機能の向上。相次ぐ生保破綻，保険金不払い問題などから。 

（エ） 社員への株式割り当て，金銭分配 

エ 株式会社化のデメリット 

（ア） 買収されるリスク 

（イ） 保険加入者間の公平確保 

（ウ） 保険加入者から見て，利益を追求するがゆえに保険料が割高になるとの不安 

（エ） 利益追求と安定経営（顧客との長期関係性）との相反性 

（オ） 株主対策 

オ 第一生命が株式会社化を決断した経緯 

（ア） 保険経理のインフラが整備されて負債計算も精緻化し，個々の契約者の寄与分把握な

ど実務的なボトルネックがなくなった。 

（イ） 総代会による間接統治の限界と，それにつき世間を説得できるような説明が困難。 

（ウ） 内部留保と配当とのバランス。 

（エ） 尐子高齢化のため，余力のあるうちに成長分野（変額年金，アジアでの引受け）に進

出する必要性（←株式会社化で，持株会社をつくり柔軟な企業戦略が展開可能に）。 
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（2） 公開会社法制定の動向 

ア 民主党の公開会社法のポイント及び基本的な問題意識 

（ア） 情報開示の徹底 

会社法と金融商品取引法との間で情報開示や会計のあり方が不明確となっている。 

（イ） 内部統制の強化 

適正な企業統治を実現するシステムが担保されていない。 

（ウ） 企業集団の明確化 

企業集団の取扱いが明確でない。 

イ 民主党の公開会社法の具体的検討内容 

（ア） 金融商品取引法と会社法の規程を公開会社法に取り入れて整理する 

（イ） 社外取締役の義務化（及び質的･量的強化） 

（ウ） 株主の随時質問権と会社の回答義務 

（エ） 監査委員会又は監査役会への従業員代表の参加の義務づけ 

（オ） 監査役の独立性･機能性の強化 

（カ） 公認会計士の｢インセンティブのねじれ｣の解消 

（キ） 企業集団の経営の透明性の向上や経営者の規律を確保するルールの整備 

（ク） 親子上場の原則禁止 

（ケ） 公開買付者の全部買付義務及びポイズン･ピルによる防衛の禁止 

ウ 法人制度との関係 

公開会社法により規律される会社が，金融商品取引所に上場している会社に限られるのか，そ

れとも金融商品取引所に上場している会社以外の一定の会社に及ぶかは不明であるものの，公

開会社法が制定されれば，会社法の制定により一元化された株式会社と有限会社が，公開会社

と公開会社ではない会社とに法律上二分されることになる。 

公開会社法の制定は，単に公開会社とされる会社に関する法のルールを単一の制定法にするに

過ぎないのか，あるいは公開会社とされる会社が，従前の会社法学とは理念・体系において異

なる法分野を構築するのかについては，今後議論されるべきであろう。 

 

3 おわりに 

設立手続の難易，機関設計の柔軟性，利益処分の可否，課税の問題，（非営利法人については）

所轄官庁の違い等の要素により，様々な法人類型が創出されてきたが，法人制度について考え

る際は，個々の法人類型の基本的理念に立ち返って具体的な制度設計を考える必要があるので

はないだろうか。 
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分担一覧 

 

第 1 及び第 4 

川村容生（新銀座法律事務所） 

中筋賢治（ときわ法律事務所） 

吉川悟（西村あさひ法律事務所） 

 

第 2 

倉内英明（ＴＭＩ総合法律事務所） 

谷口琢哉（あかつき総合法律事務所） 

原田拓歩（奧野総合法律事務所） 

 

第 3 

市川裕子（弁護士法人 東京パブリック法律事務所） 

小栗久典（外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所） 

藤原美佐子（日比谷見附法律事務所） 

 

 

 

 


